
令和４年障害者総合⽀援法改正を踏まえた（⾃⽴⽀援）協議会の機能と構成

20

＊ 今回改正により、社会福祉法（重層的⽀援会議等）・⽣活困窮者⾃⽴⽀援法（⽀援会議）・介護保険法（地域ケア会議）と同旨の規定をもつものとなった。（第３項〜第６項 ）

① 協議会を通じた「地域づくり」（※）にとっては「個から地域へ」の取組が重要。（第２項改正）

「協議会は関係機関等が相互の連絡を図ることにより、地域における障害者等への適切な⽀援に関する情報及び支援体制に関する課題についての情報を共有し、関係機関
等の連携の緊密化を図るとともに、地域の実情に応じた体制の整備について協議を⾏うものとする。」

② 協議会は地域の関係機関等に情報提供や意⾒の表明等の協⼒を求めることができることとし、協⼒を求められた関係機関等がこの求めに応じるこ

とについて努⼒義務を課す。（第3項、第4項新設）

③ 個別の支援に係る検討に基づく地域の支援体制の検討を明確化したことに伴い、協議会関係者に対し、守秘義務を課す。（第5項新設）

（⾃⽴⽀援）協議会の役割・機能（障害者総合支援法89条の3関係） 令和６年４⽉１⽇施⾏
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（※）協議会を通じた「地域づくり」の取組イメージ例
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協議会の機能

①

②

（⾃⽴⽀援）協議会は、地域の関係者が

集まり、個別の相談支援の事例を通じて

明らかになった本人・家族・地域の課題

を共有し、その課題を踏まえて地域の

サービス基盤の整備を着実に進めていく

役割を担っている。

障害保健福祉圏域等
複数自治体での共同設置可

関係機関は例⽰


